
第24条 略 第24条 略

第５章 罰則

（罰則）

第25条 略 第25条 略

別表第３（第３条関係） 略 別表第１（第３条関係） 略

別表第４（第12条関係） 略 別表第２（第12条関係） 略

別表第５（第14条関係） 略 別表第３（第14条関係） 略

第２条 鳥取県都市公園条例の一部を次のように改正する。

附則の次に次の２表を加える。

別表第１（第１条の４関係）

区 分 割 合

１ 次に掲げる公園施設である建築物 100分の10

(１) 法第２条第２項第３号に規定する休養施設

(２) 法第２条第２項第５号に規定する運動施設

(３) 法第２条第２項第６号に規定する教養施設

(４) 災害応急対策に必要な食料、医薬品その他の物資の備蓄倉庫、耐震性貯水

槽、放送施設、情報通信施設、ヘリポート、係留施設、発電施設又は延焼防止

のための散水施設

(５) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場及び壁を有しない休憩所

２ ３月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物（１の項及び２の項 100分の２

に規定する建築物を除く。）

別表第２（第１条の５関係）

１ 園路及び広場

(１) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを

得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互の間隔のうち１以上は90センチメートル以上とすること。

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況そ

の他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ 車いす使用者が通過する際支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由

によりやむを得ず段を設ける場合は、スロープ（その踊場を含む。以下同じ。）を併設すること。

(２) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを

得ない場合は、通路の末端付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内

ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、120センチメートル以上とすること

ができる。

イ 車いす使用者が通過する際支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由

によりやむを得ず段を設ける場合は、スロープを併設すること。



ウ 縦断勾配は、５パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを

得ない場合は、８パーセント以下とすることができる。

エ 横断勾配は、１パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを

得ない場合は、２パーセント以下とすることができる。

オ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(３) 階段（その踊場を含む。以下同じ。）は、次に掲げる基準に適合すること。

ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない

場合は、この限りでない。

イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

ウ 階段の上端及び下端に近接する部分には、視覚障がい者に対し段差の存在の警告を行うために、点

状ブロック（床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられて

おり、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるもの

をいう。以下同じ。）を敷設すること。

エ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限り

でない。

オ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

カ 段鼻の突き出しその他のつまづきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

キ 両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでな

い。

(４) 階段を設ける場合は、スロープを併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりス

ロープを設けることが困難な場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機で高齢者、障がい

者等の円滑な利用に適したものをもってこれに代えることができる。

(５) 階段若しくは段に代え、又はこれに併設するスロープは、次に掲げる基準に適合するものであるこ

と。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメー

トル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、８パーセント以下とすること。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 高さが75センチメートルを超えるスロープにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150

センチメートル以上の踊場が設けられていること。

カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない

場合は、この限りでない。

キ スロープの上端及び下端に近接する部分には、視覚障がい者に対し傾斜の存在の警告を行うために、

点状ブロックを敷設すること。

ク 両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでな

い。

(６) 高齢者、障がい者等が転落するおそれのある場所には、柵、点状ブロック及び線状ブロック（床面

に敷設されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の

床面との色の明度、色相又は彩度が大きいことにより容易に識別できるものをいう。）を適切に組み合

わせて床面に敷設したものその他の高齢者、障がい者等の転落を防止するための設備が設けられている

こと。

(７) ２の項から６の項までに定める基準に適合した特定公園施設及び主要な公園施設に接続しているこ

と。

(８) (１)から(７)までに定めるもののほか、鳥取県福祉のまちづくり条例（平成20年鳥取県条例第２号）



第19条の規定に適合するものであること。

２ 屋根付広場

(１) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを

得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ 車いす使用者が通過する際支障となる段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によ

りやむを得ず段を設ける場合は、スロープを併設すること。

(２) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

３ 休憩所及び管理事務所

(１) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを

得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ 車いす使用者が通過する際支障となる段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によ

りやむを得ず段を設ける場合は、スロープを併設すること。

ウ 戸を設ける場合は、当該戸の幅は80センチメートル以上とし、高齢者、障がい者等が容易に開閉し

て通過できる構造のものとすること。

(２) カウンターを設ける場合は、そのうち１以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のもので

あること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この

限りでない。

(３) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(４) 便所を設ける場合は、そのうち１以上は５の項に定める基準に適合するものであること。

４ 駐車場

(１) 専ら自動二輪車（側車付きのものを除く。）のための駐車場を除き、駐車場の全駐車台数に50分の

１を乗じて得た数以上、車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設（以下「車いす使用者用

駐車施設」という。）を設けること。

(２) 車いす使用者駐車施設は、幅は350センチメートル以上とし、当該施設又はその付近に、車いす使

用者用駐車施設の表示をすること。

５ 便所

(１) 床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(２) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、80センチメートル以上とすること。

イ 車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の利用に

よりやむを得ず段を設ける場合は、スロープを併設すること。

ウ 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設けていることを表示する標識を設

けていること。

エ 戸を設ける場合は、当該戸の幅は80センチメートル以上とし、高齢者、障がい者等が容易に開閉し

て通過できる構造のものとすること。

(３) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さを確保していること。

(４) １以上の洗面器又は手洗い器に、レバー式、光感知式その他高齢者、障がい者等が容易に使用でき

る方式の水栓（以下「特定水栓」という。）を設けること。

(５) ベビーチェアその他の乳幼児を安全に待機させることができる設備を設けた便房を１以上設けると

ともに、当該便房の出入口にその旨を表示する標識を設けること。

(６) 便所（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所）内に高齢者、障がい者等の円滑な

利用に適した次に掲げる基準に適合した構造を有する便房を１以上設けること。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。



(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 当該便房が高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識を

設けること。

(エ) 戸を設ける場合は、当該戸の幅は80センチメートル以上とし、高齢者、障がい者等が容易に開

閉して通過できる構造のものとすること。

イ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さを確保していること。

ウ 腰掛便座及び手すりを設けること。

エ くつべら式、光感知式その他車いす使用者が容易に使用できる方式の大便器洗浄装置を設けること。

オ 洗面器又は手洗い器に特定水栓を設けること。

(７) 男子用小便器を設ける場合は、床置式小便器、壁掛式小便器（受け口の高さが35センチメートル以

下のものに限る。）その他これらに類する小便器を１以上設け、当該小便器には手すりを設けること。

(８) (１)から(７)までに定めるもののほか、鳥取県福祉のまちづくり条例第17条の規定に適合するもの

であること。

６ 水飲場及び手洗場

(１) 車いす使用者が接近できるよう、奥行き150センチメートル以上、幅150センチメートル以上の水平

部分を設けること。

(２) 水栓までの高さは80センチメートル以下とし、下部に高さ65センチメートル以上奥行き45センチメ

ートル以上のスペースを確保すること。

(３) 特定水栓を設けること。

７ 掲示板及び標識

(１) 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(２) 表示された内容が容易に識別できるものであること。

(３) 園路又は広場の出入口の付近には、１の項から６の項までに定める基準に適合した特定公園施設の

配置を表示した標識を設けること。

附 則

この条例は、平成25年４月１日から施行する。


